
返金規定

 １ヶ月以内の在籍で退職した場合:コンサルティングフィーの８０％

 １ヶ月超え、３ヶ月以内の在籍で退職した場合:コンサルティングフィーの５０％

 ３ヶ月超え、６ヶ月以内の在籍で退職した場合:コンサルティングフィーの１０％

 ６ヶ月超えの在籍で退職した場合:返金はありません。

ただし、返金規定は自己都合の場合にのみ適用し、
貴社の責による退職、解雇などの場合は、返金の対象になりません。

入社日から起算して６ヶ月以内に退職した場合、
紹介手数料の返金規定を設けています。
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